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○大崎市障害者控除対象者認定要綱 

平成２１年９月１０日 

告示第１７８号 

改正 平成２７年１２月１８日告示第２００号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第１０

条並びに地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第７条及び第７

条の１５の８に規定する障害者及び特別障害者の認定（以下「障害者控

除対象者の認定」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 障害者控除対象者の認定の対象となる者は，市内に住所を有する

６５歳以上の者で，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第

１項に規定する要介護認定を受けているもの（以下「対象者」という。）

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，対象

者から除くものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 

（２） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている者 

（３） 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けている者 

（４） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１

１７号）第１１条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けてい

る者 
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（認定の申請） 

第３条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者（以下「申請者」と

いう。）は，障害者控除対象者認定申請書（様式第１号。以下「申請書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請を行うことのできる者は，本人又は民法（明治２９年法律

第８９号）第７２５条に規定する親族とする。 

（認定等の方法） 

第４条 市長は，前条の規定による申請書を受理したときは，対象者の要

介護認定に関する調査資料により，対象者の障害の状態を把握し，別表

に定める認定基準に従い障害者控除対象者認定調書（様式第２号）を作

成することにより，当該対象者を障害者若しくは特別障害者として認定

し，又はこれらに該当しない者として判定するものとする。 

（認定等の基準日） 

第５条 前条の規定による認定又は判定の基準日は，毎年１２月３１日と

する。ただし，対象者がその当時既に死亡している場合は，当該死亡の

日とする。 

（認定書の交付等） 

第６条 市長は，第４条の規定により対象者を障害者控除対象者と認定し

たときは，申請者に対し，障害者控除対象者認定書（様式第３号）を交

付するものとする。 

２ 市長は，第４条の規定により対象者を障害者控除対象者に該当しない

者と判定したときは，申請者に対し，障害者控除対象者非該当通知書（様

式第４号）により通知するものとする。 

（報告義務） 

第７条 申請者は，障害者控除対象者の認定を受けた者の当該認定に係る

障害の事由に変更が生じ，又は当該障害の事由が消滅した場合には，速
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やかにその旨を市長に報告しなければならない。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，障害者控除対象者の認定に関し必

要な事項は，別に定める。 

附 則 

この告示は，平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１８日告示第２００号） 

この告示は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規

定の施行の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

区分 障害の程度 認定基準 

障害者 身体障害者（3級

から6級まで）に

準ずる者 

「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判

定基準」の活用について（平成3年11月18日付

老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉

部長通知）の別添障害老人の日常生活自立度

（寝たきり度）判定基準（以下「寝たきり度判

定基準」という。）のAランクに該当する者 

知的障害者（軽

度又は中度）に

準ずる者 

「認知症である老人の日常生活自立度判定基

準」の活用について（平成5年10月26日付老健

第135号厚生省老人保健福祉局長通知）の別添

認知症である老人の日常生活自立度判定基準

（以下「自立度判定基準」という。）Ⅱランク

に該当する者 

特別障害者 身体障害者（1級寝たきり度判定基準のB又はCランクに該当す
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又は2級）に準ず

る者 

る者 

知的障害者（重

度）に準ずる者 

自立度判定基準のⅢ，Ⅳ又はMランクに該当す

る者 
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様式第１号（第３条関係） 

（平２７告示２００・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

 


